
石川県では、地球温暖化防止の取り組みとして、二酸化炭素など

の温室効果ガスの排出量を抑えるため、環境に配慮して自動車を運

転するエコドライブ活動を実践する県内の事業所を「石川県エコドラ

イブ推進事業所」として認定しています。 （認定までの手続は裏面参照）

事業所でのエコドライブの取組効果

①温室効果ガスの排出抑制の取組は、地域の環境保全に
 繋がります。

②自動車の燃費向上により、経費の節減につながります。

③「ふんわりアクセル」「車間距離をとる」など、エコドライブ
は安全運転につながるため、業務中の

 事故減少が期待できます。

エコドライブステッカー

石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課
〒920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地
TEL ： 076-225-1469 ／ FAX ： 076-225-1479
E-mail ： cn2@pref.ishikawa.lg.jp

エコドライブ推進事業所の特典

①エコドライブステッカーの送付

②模範的なエコドライブ活動の表彰

③建設工事競争入札参加資格に係る主観事項
 審査対象（社会的取組：評点５点）

●事業所におけるエコドライブ取組例

・車両ごとに運転日報や給油伝票で燃費を把握し、社内掲示やミーティングで周知

・事前に渋滞予測などの確認を行った上で運転ルートを決定

・エコドライブ実技講習などの社内教育を行い、燃費の優れた従業員を表彰

事業所でのエコドライブを推進しています

石川県エコドライブ推進事業所認定制度石川県エコドライブ推進事業所認定制度

お問い合わせ
石川県ホームページ

エコドライブについて



エコドライブ推進事業所の認定・取組フロー図

② 活動計画に基づき、３か月間エコドライブの
 取組を実践（事業所）

① 参加申込書の提出（事業所 → 県）
  （目標と具体的な活動計画の設定）

③ ３か月間の取組実績を記入した認定申請書を
 提出（事業所 → 県）

④ 認定証の交付（県 → 事業所）

１
年
以
内

① エコドライブ継続の実践（事業所）

② 前年１月～１２月分の実績報告書の提出
  （事業所 → 県）

① 認定更新申請書（事業所 → 県）

② 認定証（更新）の交付（県→事業所）

※２年毎の認定更新の年に、毎年の実績報告書と併せて提出

※参考：「エコドライブに取り組むには」（石川県）
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/ecodrive/manual.html

１．新規認定

２．認定後の取組

３．認定の更新
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